
井上： 3 人の方、ありがとうございました。

お話をうかがいながら、いろいろと昔を思

いだしました。まずは阿部さんについて。

阿部さんは私よりも和光に 3 年早く来られ

ていたので、私が大学に入ったときには、

すでに私の研究室は性差研（性差別問題研

究会）に占有されていたのです。だから、

私はなかなか自分の研究室に入りにくかっ

たわけです。当時の研究室はG棟の 3 階に

あったのですが、なんとか出て行ってもら

うのに、何年がかりだった気がします。

私が最初に大学に来たときには、大学教

員のイメージを変えたいというのがあって、

その当時流行っていたミニスカートでブー

ツを履いて、化粧もきちんとしてマニキュ

アまでしていた。そういう感じで和光に来

たのですが、実は和光はそういう格好の人

はむしろ排斥されるようなところだったわ

けです。

最初の何年かは、和光でどのように自分

が過ごしていいか、本当に苦しみました。

ウーマン・リブの人が来るというのでみん

なすごく構えていて、ものすごい闘士が来

ると思っていたらしいのですが、来てみた

らミニスカートの人で、言うことはおとな

しいということで、期待とすごくずれてい

たのだと思います。

性差研の人がいなくなったあとには、い

ろいろなセクトの人たちが研究室を使おう

と押しかけてくるし、研究室の壁に女性を

性的に貶めるような落書きが描かれたりし

て、私はとても嫌な気分だったのですが、

当時セクシャルハラスメントという言葉も

認識も無く、先輩の男性の先生からは、

「井上さんが学生から愛されている証拠だ

よ」とか言われて、何も言えずにしばらく

は鬱々と過ごしました。

そういうなかで、私は服装を変え、ここ

何年もスカートというものをはいたことが

ないわけで、化粧も全然していないのです

が、いろいろと自分の中で自分のスタイル

というものを変えてきたわけです。そんな

ことを思い出しながらお話を聞きました。

──リプライ

阿部さんは、たぶん労働体験のヒントを

シモーヌ･ヴェイユから受けたと想像する

のですが、当時の学生さんたちにとって、

シモーヌ・ヴェイユの受け止め方がどうだ

ったのかということを、時間があればうか

がいたいところですが、それは措いておい

て、今日は最近のお仕事にかかわることを

お伺いしたいと思います。

DV（ドメスティックバイオレンス）とい

う女性に対する暴力の問題についてです。
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ディスカッション

司会（道場）：それでは討論に入っていきたいと思います。３人の方のご報

告を受けまして、井上さんのほうからリプライをいただきたいと思います。

その後、パネラー間での討論、そして会場から質問、討論をお受けいたした

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

 



女性のエンパワメントを、リブやそれ以後

の女性学は提起してきたわけですが、女性

をディスカレッジさせる一番の根源はやは

り暴力だと思うのです。暴力を受けると自

信がなくなるし、自分が発話することもで

きなくなる。病気になることもあるし、何

もできない存在になってしまう。

そういう暴力を無くしていくことが、ウ

ーマン・リブ以後の非常に重要な課題だっ

たわけですが、阿部さんが、その問題にも

う10年以上も取り組んでこられたというこ

とは、ものすごく意義があると思います。

一般的な解決策を云々するよりも、まずは

個々の問題について解決をしていくという

その姿勢自体が、ウーマン・リブの延長上

にあると思います。だから、阿部さんの活

動は本当に私たちにすごく近いところにあ

ると思うのです。今のDVをめぐる状況が

どんな状態なのかを、具体的に話していた

だけると助かります。

最近、特に2001年以降、政府もDVの問

題に積極的に取り組んできています。法律

ができ、自治体の条例等もできたりして、

積極的な取り組みが始まっているわけです

が、しかしまたDVの被害の件数として表

面化している数は増えている。相談件数も

増えているという状況があるので、その辺

はどういうことになっているのかというこ

とをうかがいたいです。

DVや結婚していない恋人同士の間で起

きるデートDVの話を授業で必ず年に一回

はするのですが、そういうときにコメント

を学生に書いてもらうと、「親のDVを見て

いる」とか、「友だちが被害に遭っている」

といったことを書いてくる学生が毎回数人

程度います。DVあるいはデートDVが、か

なり起きていることがわかります。親の

DVを見て育った子どもが、DVまたはデー

トDVの加害者または被害者になる例も多

いと聞きますが、そういういわばDVの予

備軍に、どう働きかけていったらいいのか

ということを考えたいと思います。そうい

う意味で私は女性学の授業で、加害者にも

被害者にもならないために、DVの話をし
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たり、ワークショップをしたりしているの

ですが、それだけではなく現場で事例を沢

山見ていらっしゃる立場から、どういうふ

うな解決策を考えておいでか、少しうかが

いたいと思います。

次は諸橋さんですが、諸橋さんの小学生

時代からの話をちょこちょこは聞いていま

したが、このようにまとまってうかがった

のは初めてで、すごく興味深くうかがいま

した。諸橋さんに二つほど質問させてくだ

さい。一つは諸橋さんは女性雑誌研究会以

後も女性雑誌や男性雑誌の研究をずっと続

けてこられて、先ほどの紹介にもありまし

たようにたくさん本も出されています。

2000年以降の日本の女性雑誌界は、実は

私たちが80年代に分析した時とあまり変わ

っていない。実際数字で出してみると、同

じような傾向が見られるということを明ら

かにしたフォローアップ研究をしてくださ

っているわけで、これはとても意義があり、

ありがたいことだと思っています。他方で

80年代に女性雑誌が果たしていた役割、性

役割の再生産という問題と同時にプラス・

マイナス両面で消費社会化を進める推進役

としての役割は、今どうなのかなあとも思

うわけです。今の時代に性役割ないしジェ

ンダーを再生産、再構築している中心的メ

ディアは女性雑誌なのかということに少し

疑問があります。むしろおやじ雑誌であっ

たりセックス系の漫画であったり、ゲーム

であったり、そういう領域は結構ジェンダ

ーの再生産のメディアとして大きいのでは

ないかと思うのですが、その辺をどう考え

られますか。

それからもう一つ、諸橋さんはここ10年

ぐらい、かなり自治体の男女共同参画行政

に関わってこられていますよね。私もずっ

と関わってきて、実はもうそろそろ引退し

つつあるところですが。最近の男女共同参

画行政が、女性の状況を変えるためにどの

程度役に立っているのかについては、いろ

いろ議論のあるところですが。自治体の男

女共同参画行政の現在の課題や問題点につ

いて、今実際いくつかの自治体で関わって

いらっしゃる立場から話していただけませ

んか。

最後に千田さんですが、千田さんには私

が女性学を出発させたときの議論や、女性

学研究会が初めてシンポジウムを開いた時

の記録『女性学をつくる』について、非常

に詳しく解説をしていただいたのであまり

加えることがないのですが。女性学に関わ

る私の定義について、特に「女性による」

というところにいろいろな批判がずっと繰

り返されてきています。諸橋さんも最初違

和感を持ったと言われましたし、『女性学

をつくる』の中では原ひろ子さんが批判さ

れているということがあって、女性学の担

い手が誰なのかということについては非常

に論議を呼んだわけです。

私としては千田さんが解説してくださっ

たように、やはり当事者である女性が本来

主体的に関わるべきものではないかと考え

たのです。別に男性を排除するということ

でもないし、男性が助っ人として諸橋さん

のように関わってくださるのは結構なので

すが、やはり自分たちの問題は自分たちで

提起して自分たちで取り組んでいくという

ことが責任ではないかと考えて、「女性に

よる」という言い方をしたわけです。念の

ため補足しておきたいと思います。
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──「リブ」と「フェミニスト」

「フェミニズム」と「リブ」という言葉

の問題ですが、1970年代の終わり頃に、

『フェミニスト』という雑誌がわずかの期

間ですが出されました。初め私などには違

和感があった雑誌です。実は私もあとで原

稿を寄せることになりましたが。「ウーマ

ン・リブ」という言葉が、多くの女性たち

というか、多くはなくても、女性差別の問

題に取り組む人たちに共有されていたとき

に、「フェミニスト」という言葉が急に入

ってきたのです。それまでは「フェミニス

ト」という言葉は、女性に対して優しく振

舞う男の人を指したのですね。したがって、

私たちにとっては「フェミニスト」という

言葉は、日本ではあまり使いたくない言葉

であったので、「ウーマン・リブ」という

言い方をしていったわけです。

この『フェミニスト』という雑誌を創刊

した渥美育子さんは、アメリカやヨーロッ

パで使われている意味で、「フェミニスト」

という言葉を導入されたと思います。日本

で使われていたような、車でドアを開けて

くれる男性を表すのではなくて、第二波フ

ェミニズム、要するに女性解放運動という

意味で「フェミニズム」「フェミニスト」

という言葉を使ったのだと思います。とこ

ろが、日本にいる私たちとしてはすごく違

和感がありました。実際、『フェミニスト』

という雑誌はバタ臭い輸入的な側面がかな

りあって、自前の、日本に根づいた女性学

をつくりたかった私たちにとっては、抵抗

がありました。

『フェミニスト』を舞台にして、先ほど

の報告でお話しした1978年の国際女性学会

東京会議が開かれたのです。私は正直言っ

て参加しようかどうしようか迷ったのです

が、結局参加しました。行ってみると、な

かなかおもしろくて、今まで女性史や婦人

問題研究をやっている人は名前は知ってい

ても、ほとんど顔を合わせたことがなかっ

たのですが、そういう人たちが一堂に会し

て議論ができた。しかもそこに、アメリカ、

オーストラリア、ドイツなどの人たちが来

て、日本の女性の問題について相互討論が

できた。それはすごく意義があったと思い

ます。メディアで取り上げられたというだ

けではなく、実質的にも意義があったと思

います。

その場で、渥美さんが「日本女性学会を

つくりましょう」と提案をして、冨士谷あ

つ子さんらと一緒に女性学会をつくりまし

た。その後、原さんと岩男さんが『女性学

ことはじめ』を出版されましたが、これは

この会議の主婦についての部会の話が基に

なっています。そういう意味ではつながっ

てはいるのですが、当時の「フェミニスト」

「フェミニズム」という言葉と「ウーマ

ン・リブ」さらには「女性学」という、そ

れぞれが持っているニュアンスは微妙に違

っていました。

その後10年ぐらいして、私たちは第二波

フェミニズムという位置づけでウーマン・

リブを考えるようになったわけで、今日の

私の報告は、第二波フェミニズムの日本版

としてのウーマン・リブという言い方をし

ています。

千田さんへの質問ですが、ウーマン・リ

ブや女性学、その後のフェミニズム論争な

どが、日本の女性の状況をどこまで変えた
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のか、何を変えて何を変えなかったのかと

いうことを少しここで議論したいと思うの

で、少し大きすぎるテーマだとは思うので

すが、そのことについて口火を切っていた

だけるとありがたいです。

司会：ありがとうございます。司会がやる

ことを全部やっていただきましたので、さ

っそく討論に入っていきたいところですが、

僕も歴史を調べているものですから、最後

のお話に関連して少し確認したい点があり

ます。井上さんたちが「ウーマン・リブ」

という言葉に非常にシンパシーを感じて、

その言葉で自分たちの活動や考え方を表現

されていたときに、渥美育子さんたちは

「フェミニスト」という言葉を持ってきた。

あとから見ると二つの立場はつながってい

ることがわかったということですけれども、

渥美さんの側としては日本の言語空間の中

で、「ウーマン・リブ」という言葉を使い

たくなくて「フェミニスト」を使ったのか。

その双方の言葉遣いに対する好みやアクセ

ントについてもう少し詳しくお話しいただ

けますか。

井上：そうですね。渥美さんのことはよく

わかりませんが、彼女たちは、「フェミニ

スト」を名乗り、かつ「現代の青鞜」を名

乗られたわけです。ウーマン・リブも青鞜

にかなり惹かれていった面があると思うの

で、思想的には同じようなことを考えてい

らしたかもしれないですね。ただ、やはり

世界の流れにつながりたいという思いがお

ありだったのでしょうね。しかし、渥美さ

んは後に日本を離れて、その後のご発言が

伝わってこないのでわかりません。

司会：ありがとうございます。それぞれの

報告者の方にいろいろと提起がなされまし

た。それぞれお答えをいただきたいと思う

のですけれども、少しだけ司会特権で上乗

せさせていただくと、阿部さんのお話で性

差研、つまり性差別問題研究会を作られた

ときの、きっかけというものがあればおう

かがいしたいというものが一点です。

それで、先ほど千田さんのお話の中にも

ありましたけれども、リブが生まれてくる

背景として、全共闘が、人間の身体的、感

性的解放を掲げながら、自律的な社会空間

を今自分たちが暮らしているこの場所で実

現する、実際に自治管理をおこなっていく

という目標の中で、実は自治管理とは名ば

かりで女子学生はおにぎりをつくらされる、

というよく語られるストーリーがあります

ね。このシンポジウムを準備する過程で読

んだ文献にも、他の大学で同じように性差

別問題研究会を作っていった人が、やはり

同じような体験を語られていることがあり

ましたので、この点について少しおうかが

いしたい。

阿部さんにはもう一点、当時、女性学に

つながっていくような大学の学問と、たと

えば性差別の問題を学生の立場で追究して

いく活動と、関心としてクロスしてくるも

のがあったかどうかという点についておう

かがいしたいと思います。

それから、諸橋さんに対しておうかがい

したいことは、当時諸橋さんの世代で、し

かも諸橋さんも距離感を持ちながらも、し

かし女性学というものに関心を持って入っ

ていかれるときに、和光大学という独自の

事情もあるかもしれませんが、周囲の人が

何と言ったか。「お前、なんでそんなこと
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をやっているの」と聞かれることはなかっ

たのでしょうか。同時代の中で女性学に関

わる男ということは、やはり現在以上に有

徴性が高いというか、要するに目立つ存在

になったのだろうと思うのですね。その点

についておうかがいしたいと思います。

千田さんについては井上さんからたくさ

ん注文が出ましたので、ここでは遠慮して

おきます。

とりあえずパネラーのお三方、それぞれ

順番にお話をお願いできますでしょうか。

──シモーヌ・ヴェイユと工場労働

阿部：記憶がだいぶまだらになっておりま

して、なぜ和光大学で性差別問題研究会を

つくったのかということははっきり覚えて

おりませんが、私なりに類推すると、大学

１年生のときに70年安保がありまして、学

内でなんかいろいろごちゃごちゃあったの

です。そのときにたぶん私は角棒を持った

のです。そうしたら、和光大学に角棒を持

つ女が現れたということで１年生なのに大

変有名になりまして、１年生共闘もそのあ

とにつくったのです。

聡明でいろいろな運動や知識が豊富な３

年生や４年生の女性たちは、何かあるとほ

とんど救対（救援対策）に回ったのですね。

「あれ、なぜ最前線で闘わないの」という

思いがあって、私は短絡的ですから、最前

線というものは角棒を持ってというふうに

思ってしまったわけですね。今でいえばフ

ァッションとして何を着るか、何をはくか

ぐらいの違いでしかなかっただろうとは思

うのですけれども、当時は「おかしいな」

というふうに思って、たぶん性差別問題研

究会をつくった。

したがって、三里塚に行ったことも農民

が闘っているということで、和光大学の先

輩たちが行っていたのですけれども、継続

したのはたぶん私かなと。きちんと責任を

持って 4 年でやめるときまで組織的に継続

したのは私かなという自負があります。ア

ジって人を呼び寄せて、影響を与えて無責

任に卒業していく先輩を見て、私は学生と

しては出来損ないではありましたけれども、

学生運動のときに思った心に響くものにつ

いては、なぜか取り残されたように未組織

の工場に入っていくという、非常におかし

な行動に駆り立てられたと。

その一つがシモーヌ・ヴェイユという、

彼女だったと思うのです。工場の中で奴隷

は奴隷以上でも奴隷以下でもない、奴隷が

反撃するなんて。私も実際に工場の中で女

工をやって、もう身も心も奴隷になってい

く。とにかく思考を許されないような状況

だったことについては影響を受けた。シモ

ーヌ・ヴェイユも一旦リタイアして、また

工場に戻っていくわけですね。私が救われ

たのは、先ほど言ったように 3 年後に工場

が希望退職や閉鎖など、向こうが仕掛けて

きて、売られたけんかは買わなければいけ

ませんから、それに立ち向かったというき

っかけがあったのですが、長期間はとても

私は続かなかったというふうにしみじみ思

っています。

──DV問題の現状

DVの問題につきましては、被害者の年

齢は10～80代までです。加害者は社会のあ

らゆる層にいます。社会的に非常に貧しい
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層の人たちも加害者になりますが、裁判所

の裁判官や弁護士、大学の先生、国家公務

員、地方公務員など、社会のあらゆる層の

中に加害者がいます。被害者というのは身

体的なダメージだけではなく、長期化する

と精神的なダメージを受けるという傾向に

あります。長期に精神的なダメージを受け

ると、回復に時間がかかる。回復に時間が

かかるということは、すぐに自立できるわ

けではありませんので、長期スパンの支援

がどうしても必要になる。

したがって、被害者の相談に乗る、そし

て被害者の一時保護に協力し、さらに安全

な地域で新しく自立の生活をするというこ

とについては、従来のさまざまな仕組みを

フルに活用しながら中長期に支援をしてい

かなければならない。さらに、DVという

家庭環境は子どもへの影響が大変大きい。

現在、妻は暴力＝DVの被害、子どもには

虐待というセットの被害を受けているとい

うことが一時保護のケースの過半数を超え

ていますので、実際にはお母さんに対する

支援と、子どもについては児童相談所にき

ちんと支援をしていただいて、双方の機関

が連携をするという取り組みが行われてい

ます。さらに二世が出てきています。

2001年にDV防止法が成立し、当時9～10

歳の同伴児だった男の子が暴力を受けた母

親をかばうようにしてシェルターにやって

きました。そして、幼い妹をかばったり母

親を支えたりしている。その子が19～20歳

になって今加害者として登場してきている。

なぜか性別で学習していくのではないか。

暴力を受けて「あんなおやじは大嫌いだ。

あんなふうには絶対ならないぞ」と言って

いた男の子は、成長していくとおやじそっ

くりになり、短気で気難しくて、そして恋

人や女性を支配、拘束し、そして暴力を振

るう。逆に娘、女の子のほうは我慢をする、

耐える、そして結婚をしてもあるいは恋人

に対しても我慢して耐える、お母さんそっ

くり。こうやって性別で学習していくとい

う傾向が見られます。こういった統計はま

だとっていませんけれども、数多くのケー

スを現場で取り組んでいますので、性別の

学習ということがどうしても抜け切らない

という印象があります。

このDV被害者への取り組み、政策的な

問題については神奈川県や東京都のほうは

比較的よく取り組んでいるかと思いますが、

全国的に見ると大変大きな温度差がありま

す。支援をほとんどしない、それから被害

者に対しても二次加害的な言動が繰り返さ

れるような。今ここで「どこだ」というふ

うに、「名前を挙げろ」といって挙げるこ

とは可能なのですが、いくつかの地域では

大変ひどい対応をしていると思います。そ

ういう方たちが東京や横浜のほうに逃げて

きて、そこで支援を受けるというようなこ

ともしばしばあるのです。

したがって、デートDVについては大学

ではぜひ取り組んでいただきたい。嫌なこ

とはしない、自分が嫌なことは人にしない

という基本的なことを学んでいただけるだ

けではなく、本当は小学生高学年ぐらいか

ら学習の中にデートDV防止の取り組みが

あったらいいというふうに言われています。

司会：ありがとうございます。引き続きま

して、諸橋さんにお願いいたします。
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──変わるメディア状況と
メディア研究

諸橋： 1 点目ですが、雑誌研究を、「女性

雑誌研究会」以降も、同じマニュアルを使

って、エクセルで入力し、SPSSで解析し

て多変量解析までできるように洗練させま

した。先ほど井上さんがおっしゃったみた

いに、ぼくらがやっていた1985年頃の雑誌

と、2010年現在の雑誌は、定量的な分析を

すると全く同じ結果になります。しかも、

ライバル雑誌、たとえば『オレンジページ』

と『レタスクラブ』、『週刊文春』と『週刊

新潮』、あるいは『女性自身』と『週刊女

性』が、相変わらず、お互いにスパイがい

るのではないかと思うぐらい、同じ誌面構

成なので、データ的には全く変わらないと

いうところはあります。

ただ、ご存知の通り、もはやキンドルや

iPadが出てくる中で、いわゆる活字メディ

アはほとんど読まれません。ぼくのところ

の学生は以前は『JJ』がバイブルでしたけ

れども、もはや『Can Cam』も『JJ』も読み

ません。つまり、携帯でしかコミュニケー

ションをしないです。あらゆるメディアは

全て携帯で済んでいますので、もはや女性

文化をリードするような女性雑誌ではない。

これらはみんな付録で釣っておりますから。

そういう意味では、もはや消費社会をリー

ドする既存メディアの時代は、全部とは言い

ませんが、かなり終わったという気がします。

それに代わって何が出てきたかといえば、

ネット世界といいますか、ソーシャルネッ

トワークサービスや、ユーチューブなどだ

ろうと思います。今、こういう新しいメデ

ィア時代を迎えて、我われがやってきた定

量的な分析だけではなく、クリティカル・

ディスコース・アナリシスなどの分析が必

要だと思います。

また、あらゆるテレビ番組が、もはやニ

ュースも含めて、バラエティ化してきて、

語りの中で笑いになったり、女性が馬鹿に

されたり。そういう映像、音響、テロップ、

BGMなど、あらゆるテクニックを導入し

て、オーディエンスをある種情緒化してい

くわけです。たとえば北朝鮮が映るときは、

必ず金正日が出て、テポドンがドドドドド

ッと上がって、おどろおどろしい音楽が流

れて、書きなぐりのようなテロップの中で

必ず軍隊行進が映るというふうなマルチモ

ーダルな映像世界の中で、我われの悪しき

イメージがさまざまつくられています。

女性たちもそういう中で、女性の振る舞

いとか男性像が新しいメディアの中でつく

られてきているのは確かだろうという気は

します。先にお話ししたようにタコツボ化

が進み、「量」だけでとらえられなくなっ

てきている現在、「質」もとらえる必要が

いよいよ出てきていると思います。

ただ、もちろん活字メディアそのものの

力が失われたわけでは全くありません。現

在、インターネット的な世界と活字の世界

とがハイブリッドになりながら、より堅固

なジェンダーがどのように構築されている

か。ジェンダーを脱構築する部分もあるわ

けですので、もう一皮むかせて、女性とメ

ディアにこだわってみる価値があるという

ふうに思っています。

──男女共同参画行政

第 2 点目は、男女の共同参画の行政の話
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です。現在、自治体の男女共同参画行政の

課題は、それなりに定着したというのは確

かだと思うのですが、江原由美子風に言う

と、定着による拡散といいますか、つまり

ルーティン化してきた。なんでもいいから、

女性の政策はここに挙げておけばいいだろ

う。「事業を230やっています。自己評価も

しました。それで、とりあえず男女共同参

画行政をやっています」という時代に入っ

てきたという部分もある。

では本当に定着したのかというと、そう

ともいえない。なぜ定着しなかったのかと

いうと、「自治体の担当者が転勤していく」、

「部門が移動していく」、「それを担ってい

た、初期の頃の生々しさや力なども失われ

て、それを支える地域の女性たちも高齢化

し、次の世代交替はない」といった、女性

学や市民運動も含めて共通する課題がある。

さらには、バックラッシュという形で、在

特会（在日特権を許さない市民の会）やその

他諸々の運動が、ジェンダーや在日の問題

などに、非常に巧妙かつ暴力的に対抗して

くるという中で、自治体も腰が引けた。

また、こういう閉塞的な状況の中で、

「男たちの失業が問題なのに、女性の雇用

どころではない」「国家が危ないのに、女

性の問題どころではない」などと言い出す

ような中で、相変わらず男性の論理を振り

かざしていくという状況は、そんなに変わ

っていないと思います。

ただ、3 点目に、光明と言っていいかど

うかはわかりませんけれども、自治体の男

女共同参画政策が今、大きく射程に入れて

いる問題に、DVがあります。国の方針も

ありますけれども、「DV対策を行政の中に

取り入れて、行動計画をつくりなさい。行

動計画がないところは、自分たちの自治体

の中で、相談態勢をつくりなさい」という

ことで、かなり自治体が国に押される形で

動いている。

世界のジェンダーエンパワメント指数な

どを見ると、相変わらず世界の中でビリに

近い方ですから、日本は「人権後進国」と

いう汚名を返上しないわけにはいかないの

で、やはり国や自治体は「それをなんとか

しませんか」と考えている節もあるという

ことで、そういう方向性も出てきているか

と思います。

長くなりましたが、4点目。「女性問題な

どに少しコミットする中で、周囲の反応は

どうだったか」という、道場さんからの質

問です。ぼくらは学生運動のくすみの中で、

先に言ったように三里塚の援農に行き、革

新党派にかかわったりしました。それから、

部落問題の学習会をしたり、三多摩の市民

運動を組織していくのですが、その中で、

全共闘運動と同じように、女性たちがやは

り違うのです。マドンナ扱いなのです。男

性たちは一緒に運動をしている女性とデキ

てしまう。奪
と

った、奪
と

られたなど、非常に

生々しい学生運動を、ぼくらも体験しまし

た。

当時のそういう彼女らは、一方では、自

分たちなりにリブ新宿センターに行き、優

生保護法問題などに関わっていきながら、

ある種、三里塚運動や学生運動に見切りを

つけていったという印象があります。

ぼく自身は、両者と多少関わりながら、

同世代からは「モロハシはああいうやつだ

からね」で済んでいました。言われたのは、

年上の教員たちからです。「リブの井上輝

子の弟子だって？」とか、先ほど言いまし
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たが「女性学などをやっているから、いつ

までもオーバードクターなんじゃない

の？」などと、上司の教員たちには言われ

ました。したがって、我が敵はやはり男た

ちだと思っています。

司会：ありがとうございます。引き続いて、

千田さんお願いします。

──ジェンダーと社会の変化

千田：リブとフェミニズムという用語の間

に少しテンションがあるのですが、井上さ

んが今振り返られると、雑な言い方をする

と一緒だったのではないか。やはり私はフ

ェミニズムとジェンダーの間にも感じてい

て、私はフェミニズムという言葉がしっく

りとくる世代だったです。それで、フェミ

ニズムというような形で、さまざまな理論

が入ってきた世代なのです。

そこで、ジェンダーというのが90年代に

入ってきたときに、ジェンダーの方が格好

いいというか、フェミニズムは「フェミ」

や「イズム」が入っているから、すごく濃

いという感じなのだけれども、ジェンダー

だとポスト構造主義を駆使していますみた

いな感じで、すごく中立的で、学問的で格

好いいということで、「私はフェミニスト

ではないけれども、ジェンダリストです」

と言う、わけがわからない人もいたのです。

そのとき、私は「ジェンダー」という言

葉は、目からうろこが落ちたのだけれども、

「『ジェンダー』という言葉だけしか認めな

い人は嫌だな」などと思ったのです。その

あと、バックフラッシュが来て、「『ジェン

ダー』こそがジェンダーフリーでよくない」

というお話になり、むしろジェンダーのほ

うが戦犯になっている。あとから振り返っ

てみると、言いたかったことは一緒。一緒

だとは言わないけれども、やはりつながっ

ていて、その名称というのはそんなにたい

したことではないというようなこと。同じ

ようなことは感じています。

与えられた宿題が少し大きくて、何を変

えたか変えなかったのかについては難しい

ですねえ。少なくとも私が学生のときから

比べると、社会は変わったというふうには

思うし、行動する女たちの会の資料集など

を見ていても、昔のディスコースなどを見

ていると、「こんな時代に生まれていたら

大変だった」と思うようなことがやはりた

くさんあるわけです。

私は、たとえばDVやセクハラなどとい

う言葉ができたというのはすごく大きくて、

いろいろな経験が、DVやセクハラという

言葉がなかったために、自分も分節化でき

なかったし、人からも認められなかったと

いう思いがあるのです。今だったら、少し

何かあると、「それってセクハラで訴えれ

ばいい」、「アカハラだ」というようなこと

を言える、今の若い世代の人たちはすごく

うらやましいというか、そういう形で迷わ

なくて済むというのはやはりうらやましい

と思います。そういう意味では、変わった

と思います。

もう一つ、変わったと思うのは、たとえ

ばギャル男
お

雑誌というのを、最近みたので

すが、ギャル男は、お金や女のことばかり

をすごく考えて、ちゃらちゃらしているよ

うなイメージが一般にはありますけども、

女性の性欲というものを肯定していたり、

「女の子をゲットするためには、料理をす
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ればいい」など、80年代的なバブル男性像

とは違うものが提示されています。やはり

チャラ男も草食系のテイストがあるという

のはすごい変化だと思うし、「やはり違う」

というような気はするのです。しかし変わ

っているのだけれども、たとえば美による

差別、美による選別、身体による選別みた

いなものはむしろ強まっているというか、

男女ともに強まっているような気はします。

それで、フェミニズムに関心を持つ人は

減ってきていますね。私はそれが少し悩み

の種です。社会学会などに行って、学会の

プログラムを見ると、性・世代部会のとこ

ろの半分以上はセクシュアリティだったり

して、フェミニズムやジェンダーみたいな

ものはあまり人気がない。「なんでこんな

に人気がないのだろう」と思うと同時に、

やはりジェンダー単独で解ける問題が減っ

てきたという気はするのです。

やはり非正規雇用化などを考えると、世

帯主になれる男性というものが少なくなっ

ているから、ペアになる主婦の抑圧みたい

なものもリアリティがなくなってきている

というか、主婦の抑圧を感じられる人が特

権層になってきてしまっているという難し

い問題があるわけです。そうするとジェン

ダーの問題を考えるときに、やはり新自由

主義の問題みたいなものを入れていかない

と見えないのだけれども。

逆に、今度は「女の問題ではなく、貧困

の問題なのだ」というふうな語り口にもす

ごく違和感を覚えます。非正規雇用が問題

になるのは、男性世帯主が「なんと非正規

雇用になって、生涯賃金が6000万円しかも

らえないのです」と言ったときに問題にな

るのであって、「女性はもっと非正規雇用

の割合が多い」というのは、なぜ問題にな

らないのだと思うのです。そういうような

事態がものすごく複雑になってきていて、

変わっているのだけれども、いいほうに変

わっているのか、悪いほうに変わっている

のかというのは、やはり複雑でジャッジは

できない。

この変化が、フェミニズム、女性学、ウ

ーマン・リブ、ジェンダーによってもたら

されたかということに関しては、どうなの

だろう。どのぐらいの影響力。それで変わ

ったらいいと思う反面、それによる変化だ

ろうかと思うこともあり、そこは私は少し

判断しかねると思うところがあります。

──当事者と自己解放

あと、女性による担い手の問題です。や

はり私は、解放というのは自己解放である

べきだとすごく思うのです。自己解放は前

提だと思って、「他者を解放してあげよう」

というように、他者を利用することは美し

いことではないし、やはり最終的には自己

解放なのです。

ただ、自分というものは、やはり定義し

にくいところがあるというのが問題で、

「当事者とは誰か」という問題は、最終的

には拡散していってしまいます。

たとえば FGM（Female Genital Mutilation  女

性性器切除）の問題のときに、「アフリカの

女性たちが「FGMを受けたい」と言ってい

るのだから、民族的な自己決定というのを

尊重すべきだ」という議論があったのです

けれども、『The Day I Will Never Forget』と

いう映画があって、私はこれをアメリカに

行っているときに観ました。この映画は、
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アフリカのFGMの実態を、親世代による子

どもに対する虐待として描いているわけで

す。子どもは「嫌だ」と言っているのに、

FGMを受けさせられた。「私は絶対に忘れ

ない」、しかし「当面は、そういうことな

のだ」という感じで納得して、「とりあえ

ず許す」と言うわけです。

こう考えると、当事者というものが民族

的主体から子どもに、親による子どもの虐

待というふうに転換されると、当事者はな

んなのかというのは、すごく難しい問題で

す。当事者はある種未成年なので、近代社

会で、子どもは判断できる主体とみなされ

ていない。それでは、誰が当事者なのか。

どんどん拡散していってしまうという問題

があって、当事者でないと言えないという

ことは、むしろなくなっていくわけです。

しかし、解放は自己解放であるべきだとい

う、この二つをつなぐ回路というものをど

うやって見つければいいのだろうといつも

私は思っています。

この世の中で、性的に抑圧されたり、性

的に不満足というか、不自由を感じている

のは女性だけではなくて、いろいろな立場

の人がいます。たとえば性同一性障害、ホ

モセクシュアルなど、いろいろなカテゴリ

ーの人がそれぞれの問題を抱えていて、そ

のリアリティは否定できないし、否定する

こともないのだけれども、どういうふうに

理解していけばいいのかというか、どうい

うふうに問題をつなげていけばいいのかと

いうことを考えたときに、どうすればいい

のだろうというのを常に考えたいと思って

います。以上です。

司会：それぞれに語っていただきましたが、

相互に重なるところもいろいろあって、こ

こを上手につなげていくのが司会の責任な

のですけれども、ここでは「当事者性」と

いう点に焦点を当てておきたいと思います。

最後に千田さんがおっしゃった問題、誰が

当事者なのかという問題と、自己解放とい

うことをどうつなげていくかというのは、

非常に重大な問題であると同時に、一つ一

つの具体的な問題に直面したときに、やは

り必ずその当事者性というのは問われてき

て、その線引きというものを巡って、たく

さんの制度が介入したり、現場の攻防があ

ったりするということが常にあります。

それで、阿部さんたちの活動について読

ませていただくと、当事者といってもいろ

いろな形で現れてきます。先ほど阿部さん

自身がおっしゃったように、一つ一つのケ

ースというのはきちんと問題として解決し

ていくというのは、実際に目の前に被害者

がいて、まさにその人たちが次のチャンス

をつかんでいく場面に立ち合っているとき

に、まずその一つ一つのケースをきちんと

解決していく。そのためには、その人が置

かれている場所や、その当事者性というの

をきちんと、最悪の事態にならないように

仕分けしながら、取り組んでいくというこ

とがあると思うのです。

たとえばDV防止法の非常に重要なポイ

ントは、従来、当事者性というものは、家

族のパッケージの中に取り込められてしま

って、外部者は介入できないというふうに

されていた。それに対して、一旦外部者の

介入を許すような形で、当事者性を再定義

した点にあると思います。そこには公権力

が過剰に介入する危険性もあるし、また同

時に外部者が介入できなかったことで暴力
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の被害者であるところから抜け出せなくな

っていた人々を、別の形で当事者的に再定

義していくという意味があったと思います。

そういうところでいくと、解放というの

は、無限の解放もありえないと思うのです

が、当面、何が解放かという議論よりも、

まずその問題に対する対応という課題が出

てくると思うのです。当事者性の問題と第

三者の関わりという点では、非常に現場的

な体験をたくさんされている阿部さんに、

お考えをいただければと思うのですが…。

──被害者、加害者、当事者

阿部：当事者性というところで、私も千田

さんのお話を聞いていて、「うーん」と思

いながらも、どうもいまいちしっくり飲み

込めないというか、消化できないのは、そ

れは個々の主体なのか、関係性なのかとい

うところが見えてこないからというふうに

思うのです。

DVの問題でいえば、当事者性というの

は、第１の当事者は、被害当事者です。２

番目に関係するのは、その子どもです。３

番目に関係するのは、DV被害に理解があ

り、一定の蓄積を持った支援者ということ

になります。こういうふうに、当事者性を

この関係の中で、関わりをする人々の中で

捉えていくようにしないとDVの問題全体

が見えてこないかもしれません。実際に私

は自治体の職員研修で、当事者でもないの

に、「DVの被害者はああで、こうで、職員

はこういうふうにしなければいけない」な

ど、言っているのです。一種の代弁者では

あっても、被害者を支援する立場という、

広い意味での当事者性を持っているのでは

ないかと私は思うのです。

それがリブのときに、個としての私。集

団として、層としての“女たちで”はなく

て、“個”としての私から、次のテーマと

して、関係する人たちをも対象とする当事

者性というものへ、もう少し枠を広げても

いいのではないかと思います。

そこでのエンパワメントなり、ある意味

で失われた信頼を再構築するなり、次の生

活へのステップを踏み出すということが、

なんらかの形で生み出されるのかという、

半分期待を込めて言っているのです。

司会：この問題は非常に重要な問題だと思

いますし、議論として広がっていくところ

だと思いますので、パネラーの方で、続け

て発言がありましたらお願いします。

千田：今は本当にいい例だと思うのです。

当事者ということをすごく狭く捉えてしま

った場合は、当事者というのは暴力を受け

ている被害者だと。「あなたがどうして代

弁する権利があるのだ」という話になって

しまうと、終わりです。「加害者はああで、

被害者はこうでああで」と言って、「あな

たはそうやって、ある種搾取している」。

それはすごく狭くて、つまらない議論だと、

私は思っている。

むしろ、阿部さんは、自分から望んでと、

歴史の偶然とで、被害者の近くにいて、そ

のことを知りうる立場にいるわけです。そ

ういう人はそういう人で、当事者であると

いうか、責任を果たす。義務というと押し

付けがましいのですけれども、経緯があっ

て、そういうような歴史的な地点に、自分

の身体が、そういう空間と時間上に責任が
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あるという意味では、狭い当事者概念では

なくて、阿部さんがおっしゃるように、本

当に当事者だと思うのです。むしろ、関係

や文脈の中で当事者を捉えていかないと、

狭い。誰が正しいことを言う権利があるか

みたいな、そういうゲームになってしまう

ので、本当に正しいというか、その通りだ

と思います。関係的なカテゴリーとして、

当事者を語ったほうがいいと思います。

ただ、逆に言うと、阿部さんは常に当事

者かというと、当事者から「これは、私の

自己決定だから、放っておいて」と言われ

る局面もあるわけではないですか。それは、

すごく揺れ動くという意味で、阿部さんが

おっしゃるように、関係的な問題なのでは

ないかと思います。私は、すごく「そうだ」

と思って、いいことを教えてもらったと思

います。ありがとうございます。

司会：その問題は、先ほど諸橋さんもお出

しになった主体の問題に関わってきますね。

それぞれのお話の中で、「暴力」というキ

ーワードが出てきたと思うのですけれども。

暴力自体は、関係性の中で、当事者が「暴

力ではない」と言っているようなケースの

中に、第三者が暴力を発見していくという

場合もある。

また、第三者が「暴力だから、これは第

三者が介入しなければいけない」と言った

ときに、「いや、その介入こそが暴力であ

る」と、先ほど千田さんが扱われた問題も

あって、暴力の定義、当事者性、主体とい

うものを巡る問題とすごく重なり合ってい

る。そのように重ね合わせておいて、パネ

ラーそれぞれの方からご自由に発言をいた

だきたいと思います。

諸橋：この 2 週間で母親が衰弱して、今週

月曜日から入院をさせたことを報告でもふ

れました。入院させた途端に少しまだらぼ

けになって、息子の職業も急にわからなく

なってしまったのです。病院は、とにかく

拘束するわけです。まずベッドをはい出さ

ないようにベッドにくくりつける。点滴の

針をすぐ抜いてしまうものですからミトン

をする。

母親はもともとあまり食べなかったこと

もあるのですけれども、「とにかく、私が

主体だから、私を放っておいて」と、ずっ

と言われてきたのです。こちらも、そこま

で本人が言うならというか、主体を大事に

しないと思われたくないから、一緒に暮ら

していながらあまり介入をしなかった。

一方、病院に行くと、命を長らえさせるの

が仕事とばかりに、徹底して介入してくる

わけです。でも拘束するのは暴力ですよね。

しかし一方では、そのまま本人を放ってお

くままに任せれば、これも暴力ですよね。

やはりベッドにくくりつけなければいけ

ないこともある。あるいは、人工呼吸器を

つけなければいけないこともある。それは、

たぶん当人にとっては、非常な暴力なのか

もしれません。

さきほど、知りうる立場の責任という、

いいお話が出ました。そこで、コーディネ

ーター、ネットワーカー、研究者、当事者

の周りにいる人たちが関係の中で、ある種

みんなで当事者化していく。それは、また

拡散することになるのです。しかし、そこ

の間で引き受けながら、当事者の輪を広げ

ていく。それは、やはり市民運動の一つの

形態でしょう。あるいは、シンパシーや連

帯などということの一つの形になっていく
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のではないかと思うのですけれども。当事

者性を法律論的に狭めて、「甲は加害者で、

乙は被害者で、裁判ではどう出ました」み

たいなことでやっていくと難しい。そうで

はないだろうという気はします。

先ほど、道場さんがおっしゃったDV防

止法は、家族というくくりの中では、当事

者が見えなくなってしまうけれども、別の

くくり方をすれば、暴力を受けている被害

者という形で、当事者を再定義していると

いうのは、非常にいいやり方だろうと思う。

しかし、これを法律論みたいにして言って

しまうと、また大変面倒臭いことになって

くるので、この“間
あわい

”のところが大事だろ

うというふうに思いました。

司会：他の方、いかがでしょうか。

井上：確かに、当事者とは誰なのかは、簡

単に線引きできないし、互いの関係性の中

で変化していくものだと思います。女性学

を提唱するに当たって、私は当事者がまず

声を上げるべきだと主張したわけですが、

しかし、FGMを受ける子どもやDVの被害

者、認知症の高齢者など、自分で声を上げ

られない当事者が少なくないことも確かで

す。これらの声を持たない当事者にシンパ

シーを感じる人たちが、いわば代理的に当

事者に替わって発言していくことは意味が

あると思います。

ただ難しいのは、たとえば女性という共

通性を持っている、程度の差はあれ、女性

であるが故にこうむる抑圧や損失が同じだ

と思って代弁しているつもりでも、実は、

この共通性でくくりきれない問題がかなり

あることです。女性たちがおかれている状

況や抱える問題が、それぞれにというべき

か、階層や民族等々によって異なるという

こと。こうなると、ある問題についての当

事者は誰なのかということが、一般的には

言うことができなくて、それぞれの状況に

応じて、当事者が変化するということがあ

ります。第二波フェミニズムや女性学に対

して、本質主義との批判が向けられるのは、

こうした当事者性の複雑さや流動性を、第

二波フェミニズムや女性学が理解していな

いと思われたからだろうと思います。もち

ろん、理解していなかったわけではありま

せんが。

私は、女性とは何かという定義自体が常

に変わっていくものだと思っています。

「女性とは何か」を自分の中で定義し直し

ていくという作業自体が、女性学なのでは

ないかと私は考えています。ポストコロニ

アリズムの人たちが言うように、確かに

「女」という人はいない、女一般はいない。

どこどこ出身の何歳のどういう階級の女性

という具体的な人しかいないというのは、

もちろんそうなのですが、では、個人個人

が別々の問題の当事者であって、共通に考

えたり、行動したりすることは全くありえ

ないのか、私はそうではないと思います。

自分のアイデンティティを女性というとこ

ろに根拠付けて、女性という当事者性から、

問題を提起し、女性として女性を支援する

ということがありえるだけでなく、必要で

もあると思うのです。そのとき、女性とは

何かということは、常に自分たちで問われ

ている問題だと思うのです。私が女性学を、

「女による」と言ったときには、別に生物

学的な女性を指していたわけではないので

す。しかし、「じゃあ、女って何か」とい
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われたときに、直ちに定義できないわけで

す。むしろ、女性とはなにかを再定義して

いくこと自体が、一つの営みだろうと思っ

ているわけです。

阿部：一つだけいいですか。学者は、なか

なか話が回りくどくて、私は時々、わけが

わからなくなるところがあるのですが、女

性とは何か、あるいは主体はどこまで形成

されたのか、「何と比べて」と思うのです。

私は10年前には戻りたくない。20年前には

絶対戻りたくない。まだマシになっている

から。何が？ 少なくとも発言力は確保で

きている、それから働ける場を必死になっ

てキープする力もあるし、横のつながりも

できてきているのではないか。

私は現場ですから、私は被害者を救済し

たり、セクハラの被害にあったり、パワハ

ラの被害にあったりした人たちの相談に乗

ります。本人の現実的な解決を図るために

は力が必要なのです。力を持つ、「それっ

て男と同じ発想？」。しかし、「男はセクハ

ラを解決する？」。男は、女をセクハラす

るけれども、女にパワハラするけれども、

「女のパワハラ被害を解決してくれるの？」

女のセクハラやパワハラ被害を解決してく

れるのは、理解し力のある女たちです。だ

から、解決をする力を持つということは大

変重要なのです。

神奈川県内で起きたスクールセクハラ、

あるいはパワハラ被害には、私は関係者を

必ずテーブルにつけさせます。個々の解決

を必ず図るためです。被害者がいて、支援

を求めてきたら必ず支援します。そして、

神奈川県内でDVの被害にあったら、不当

な理屈でかくまわれない、DV法が適用さ

れないケースはほとんどないと思います。

地域でここまでつくりあげてきたという自

負はあります。力は必要です。それは「男

の論理とどう違うの？」といえば、少なく

とも被害者に理解があり、私も「ああなり

たくない」、「ああいう被害にあったら、私

も助けてほしい」という相互関係の中で力

をつくってくる。仕組みや支援の体制を自

治体と一緒につくりあげてくる。自治体に

頭を下げるのなんてタダです。「ありがと

う」というのはタダです。「よろしくね」

とあいさつするのはタダだから、タダの言

葉はいくらでも言います。

そして使いこなす、これも力です。何の

ために。被害者をきちんと助ける。それか

ら回復につなげるためです。そのことが自

分たちで被害者とつながることによって、

自分たちが力なり、確信をさらに積み重ね

ていくという作用になってくると思うので

す。非常に私がいっている力なり、権限と

いうのは伝わりにくいのかもしれませんが、

ぜひそれは女性学ではどういうふうに考え

るのかを聞かせていただきたい。

井上：それこそエンパワメントということ

ではないでしょうか。北京会議以来言われ

てきた、女性のエンパワメントというのは、

まさに今おっしゃったことだと思うのです。

つまり、パワーだから「男の論理」ではなく、

実際に女性がこうむった被害なり、悩みな

り、こうむっている抑圧を解決していく力

というのを、どうやって女性自身が獲得し

ていくかということが、大事なわけです。

諸橋：全くそうだと思います。女性とは何

かと規定してくる暴力に対して、自分のア

269
和光大学現代人間学部紀要 第4号（2011年3月）



イデンティティを規定、再定義していくと

いうのを井上さんがおっしゃられたけれど

も、まさに女性であることを押し付けてく

るポリティカルな社会に対して、「私はあ

んたのいう女じゃない、でも、私はこうい

う女かもしれない」ということを、永久に

していくしかないと思います。それが、

DVのような、まさにポリティカルな関係

を解決する、ポリティカルな実践だろうと

思うのです。

我われがやっている女性学というのは、

政治的な運動でもあるわけです。政治的運

動なくして、ジェンダー論をこねくり回す

のは、ぼくはあまり興味がないし、頭がよ

くもないので、そこと結びつかない限り、

女性学実践というのがありえないと思いま

す。

千田：私はあまり言葉を信用していないと

ころがあるのです。当事者が「こう言って

いるのだからいいでしょう？」という意見

はありますよね。当事者のいうことをまず

は尊重する。それは基本です。でもそれ以

上のことを考えるとすれば、たとえば、

DV被害者が「私はやっぱり家に帰ります」

といって、「当事者の意思を尊重しました」、

「自分は暴力でないと思っている」という

ことがあります。でもやはり、なんか自分

自身の経験を十全に表現することのできる

人は、強者だと思うのです。マイノリティ

であればあるほど、自分の経験自体が自分

で表現できないこと自体が問題であると思

うのです。そのときに「あなたは本当にこ

う思ってるんでしょう？」ということは、

すごく意見が押し付けがましく聞こえるか

もしれませんけれども、私は自分自身が言

葉を持っていなかったときは、「本当はこ

ういうことなんじゃない」ということをす

ごく言ってもらいたかったです。だから、

それはどんな人に言われたとしても、自分

の心に響くような武器であれば、「すごく

ほしいな」というふうに思います。しかし、

「当事者がこう言ってるから」という話で

はないと思っています。

私たちの言語のバリエーションは限りが

あるわけです。たとえば、一度セクハラと

いう言葉がつくりだされたり、暴力という

言葉が再定義されたりしたら、私たちは

「あっ、これだ」というふうにいうことが

できるけれど、それは自分自身の言葉、自

分自身でつくり出すのはすごく難しいこと

で、それは一気には動かないというか、集

団でつくりあげていくというものだとすご

く思うのです。そういう意味では逆にいう

と、あまり言葉に頼りすぎてはいけないと

いうか、潜在的に何かを表現されるべきも

のというのはやはりある。そして言語とい

うものは、それを救いきれないということ

があると思います。

そういうようなことを含めて、エンパワ

ーはすごくいろいろなことがあり、エンパ

ワメントは提案っぽい。最終的にはなんか

いろいろといっているのですが、自分がこ

ういう立場に置かれたらつらいな、自分は

こういうふうな立場になったときに助けを

求めたいなということに、応えるというこ

とはやはりすごく重要です。そういうよう

な過程で本人が力をつけていってくれると

いうのは、すごくいいことだと思っていま

す。まとまらないのですが、そういうふう

な形で必要だと思っています。学問の言葉

は、難しいことやわけがわからないこと、
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ワーッといっているように聞こえるかもし

れないのですけれども、いろいろなバリエ

ーションがあることで、言葉というのは動

いていくから、いろいろあっていいのでは

ないかというふうに思っています。

井上：千田さんの言われるのはその通りで、

当事者は自分の言葉で表現しきれないとい

う部分があり、表現できる人は限られてい

ますよね。しかし一方で、当事者が何を考

えているのか、何をしたいのかということ

について、支援者や代弁者の人は、勝手に

解釈しないで、当事者に寄り添って考える

必要があると思うのです。

たとえば、DVの被害者なりセクハラの

被害者なりが救済されるための道筋は、一

つではないと私は思うのです。いろいろな

道筋があって、たとえば裁判に持っていく

ことが本当にその人が望むことなのかどう

か。実は裁判をすることによっていろいろ

な二次被害を受けるかもしれない。もうこ

のことは放っておいてほしい、と思う場合

もある。解決法は一つではなくて、当事者

が本当は何を望んでいるのかというのは、

常に確かめながらいかないといけないので

はないかと私は思うのです。もちろん、現

場で関わっていらっしゃる方は、いつも気

をつけておいでだとは思いますが。

フェミニズムが話題になる時に、多くの

人たちが「フェミニストってこういうもん

だろう」とかなりステレオタイプ的に捉え

ている。フェミニストの答えは決まってい

て、「DVの被害者はこうすべきだ」、「セク

ハラの被害者は告訴すべきだ」と強要する

とか。あるいは「フェミニストだったら、

結婚はしない」とか。なんかお答えが決ま

っていて、それに向けてフェミニストは行

動するというイメージがつくられていると

思うんです。

しかし、フェミニストって実はそうでは

なくて、それぞれにその人なりの生き方が

あったり、それぞれの人に即して、いろい

ろな解決法があったりする。生き方の多様

性を保障し、解決法の多様性を保障するこ

とが、フェミニズムだろうと私は思うので、

一言付け加えさせていただきました。

──会場の参会者より

司会：このあたりで会場からの質問・発言

をいただきたいと思います。「発言したい、

質問したい」という方がいらっしゃいまし

たらお願いいたします。

A ：卒業生の小澤と申します。井上先生

にはいろいろとお世話になりながら、大変

不良な学生で申し訳ありませんでした。こ

の会場に在校生の方がどのぐらい残ってい

るのかな、「もったいないな、みんな帰っ

ちゃって」と思うのですけれども、自分が

直近まで和光の学生であったという立場か

ら、先生方にうかがいたいことがある。そ

れは今学生である人たちが、今日のシンポ

ジウムで持って帰るお土産として、どうい

うものがふさわしいかとお考えになってい

るかというのを、聞かせていただきたい。

なぜなら、私は年をとっているけれども、

学生としてしばらく過ごしたときに、「フ

ェミニズムに賛成するというのは、すごく

格好悪いし、今は差別などはあまりなくて。

女性専用車両が男性差別だけれども、ほか

は特にめぼしい差別は見つからないし…
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…」などと思っている学生さんがいるので

す。35年間の積み重ねをして学生の変遷を

見てきた、井上先生をはじめとして皆さん

が、今、現に若い学生さんがどういうもの

を持って帰るべきか、そういうことを聞か

せてもらいたいなと思いました。

司会：はい、ありがとうございます。最後

にまとめてパネラーから応答いただくとい

うことで、順番に会場の発言をお願いいた

したいと思います。

B ：佐藤と申します。とても興味深いお

話ありがとうございます。私は今大学でジ

ェンダー研究を教える立場にいるのですが、

最近気になる傾向として、もはや若い人た

ちはこうした女性学の挑戦、この歴史を過

去のこととして、すでに確立したものとし

て学ぶわけです。そのときに最近の傾向と

して、日本の女性学、ないしは第二波フェ

ミニズムというのは、結局のところ、中産

階級の日本人の異性愛者の女性のものでし

かなかったのだというような、結構単純化

した語りというものができているような気

がしています。そのことについて井上さん

はまさに生き証人の域なので、同じだった

のかということをお聞きしたいです。

それからリブが自己解放からはじまった

ということ、また千田さんが、あちこちで

紹介してくださっている、加害と被害の二

重性ということをきちんと認識してきたと

いうことが、今の単純化された整理からは

抜け落ちているような気がして、とても不

当だと思っているのですけれども、そのあ

たりのことについてコメントを聞かせてい

ただければと思います。

司会：はい、ありがとうございます。では

次の方。

C ：岩間と申します。社会学の教員です。

今日のシンポジウムのテーマの「女性学の

挑戦──和光大学35年の経験から」という

ことなのですけれども、全体として非常に

盛りだくさんの内容だったので、二つの点

に絞ってご意見をうかがいたいと思います。

まず、諸橋さんにうかがいたいのですが、

和光大学で相対化の視点を学んだとおっし

ゃっていたわけなのですけれども、和光大

学で学生として過ごしていらっしゃって、

そのあと女性学の研究者になられたわけで

す。和光大学35年の経験といったものを、

どのように相対化されているのか、どうい

うふうに相対化できるというふうにお考え

なのか。今日の井上さんのご報告とも合わ

せながら、可能な範囲でうかがえればと思

います。

それから、井上さんと千田さんにうかが

いたいのですが、先のお二人の方の質問と

実は非常に重なるところがあると思うので

すけれども。現在、非常に女性の中が多様

化していると思うのです。一つはすでに千

田さんがおっしゃったような非正規化とい

うことが非常に進んできていますし、一方

で雇用機会均等法以降、高学歴のキャリア

女性が出てきて、階層分化が進んでいます。

平たく言ってしまうと、女性の多様性が増

していく中で女性学といったものが、どう

いう形で限界なり、女性学の遺産といった

ものを、次の世代に渡していくとき、必要

なものはなんなのかといったことをおうか

がいしたいと思います。
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司会：では次の方、お願いします。

D ：井上さんのかっての同僚の篠原です。

沢山しゃべりたいけれど、三点だけ出させ

てください。井上さんとは、色々なところ

でツーカーだったんだけど、女性学とその

周辺となると違っていたんですね。特に70

年代後半から80年代を通して、「家、家族、

家庭」という、ふたりで続けた共担授業で

学生も巻き込んで色々議論しました。

一点目ですが、そこで、ぼくの側でこだ

わってきたのは、男と女の関係論だったの

ですね。女との関係で男としての自分の意

識や行動をどう振り返っていくかというテ

ーマがデカかった。ぼくの文脈で言うと、

女性学→男と女の関係論、という感じにな

るのだけれど、井上さんの論調には、そう

いう文脈がみえにくいのですが……。ぼく

は、もう一つ、障害者問題を、狭い意味で

の当事者でないまま、「健常者」性にこだ

わりながら、「障害者」との関係論として

考えてきました。その辺のことについて、

改めてうかがいたい。

二点目ですが、井上さんは、近代科学は、

男性文化の中で男性の言語で構築されてき

たと批判して、女性学は、女性の視点で女

性の言語で創っていくと提言してきたと思

うけれど、ぼくは、近代科学それ自体が持

っている権威性、管理性、差別性といった

ことを問題にしてきました。その意味で言

えば、近代科学としての女性学も、そのよ

うな問題から自由なのかということを考え

てみたいと思いました。

三点目に、ぼく自身も、長い間、人間の

関係を健常者と障害者、男と女といった具

合に二元的、関係的、緊張的に考えてきた

のですが、最近になるにつれて、セクシャ

ル・マイノリティの問題とか、両者の連続

性・交差性の問題とかがいよいよ着目され

てきて、男と女の関係学も、新しい課題を

含みこむことになると思いました。

司会：ありがとうございます。時間的にも

う、これ以上お受けできなくなりました。

すみませんが、非常に時間も押しています

けれども、それぞれのパネラーの方に５分

を目安に圧縮して応答していただければと

思います。井上さんから順番にお願いしま

す。

──最後に

井上：ご質問ありがとうございました。全

部の質問にお答えはできないので、岩間さ

んと佐藤さんのご質問にかかわって、女性

の多様性と女性学という問題に絞ってお答

えしたいと思います。女性学が最初に出発

したときに、中産階級の異性愛の日本人に

よる女性学。そういう形でしかなかったの

ではないか、という批判が出るのは当然だ

と思います。しかし、だから女性学は限界

があるというのは、間違っていると思いま

す。問題に気づいた人たちが、まず始める

というのは当然のことです。むしろ、中産

階級から始まった女性学を、他の階層や立

場の女性たち、特に抑圧された状況に置か

れている女性たちに広げていくことが必要

なのだと思います。メキシコ会議の折に、

欧米フェミニズムを批判し、ブラック･フ

ェミニズムや第三世界フェミニズムが台頭

したように、女性学も当然ながら、当初の

あり方に限界を感じる人たちが、第一世代
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の達成を批判的に乗り越えて、発展させて

いけばよいのです。そうした発展の可能性

を、女性学は内包していると思います。

また今、女性学がセカンドステージに入

ってきたときに、複合差別というか、民族

と階級とジェンダーが重層化した差別の問

題を具体的に分析した研究も、少しずつ出

てきていますし、性的マイノリティの人た

ちの問題提起を受けながら、セクシュアリ

ティも含めた性別二元制批判ということが

出てきています。そういう意味で、女性学

は変わりつつあると思います。

女性学はそれほど固定した学問ではなく、

最初の報告でも言及したように、特にここ

10～15年の間にかなり大きく変化しつつあ

ります。私は出発点における女性学の初心

を伝えたいと思いますが、同時にやはり変

わりつつある現状も伝えていきたいと思い

ます。若い世代の人たちには、かつて70年

代以来やってきた私たちの世代の女性学を、

あれが足りない、これが足りないと批判す

るだけでなく、自分たちが必要だと思うこ

とを具体的、実践的に取り入れて、新しい

展開をしていただきたいと思います。

最後にまとめというわけではありません

が、お話しておきたいのは、女性学の新た

な必要性と可能性についてです。今、確か

に女性の中の格差というものもあり、女性

というものが、一様ではないわけですが、

また一方では、社会の中でコアになる男性

たちのホモソーシャルな連帯からはじき出

された人たちがいる。生物学的には男性で

あっても社会的には「女性」扱いされる人

も出てきて、新たなジェンダー区分が必要

になってきているように思われます。そう

いう中でジェンダー研究の射程を、さらに

広げていく必要があると思います。一方で

は、女性というアイデンティティを持つ人

たちが多数存在し、しかも男性とは異なる

女性に対するジェンダー規範というものが

厳然とあるという状況の中で、女性として

生きさせられたり、生きたいと思っていた

りする人たち、それに焦点を当てた狭義の

女性学を、まだまだ続けなくてはいけない

のではないかと思っているところです。

司会：それでは、続きまして阿部さん。

阿部：DVの領域では、実は加害男性の対

策というものはほとんどとられていない。

これは内閣府の対策でも、成果がほとんど

上がっていないのです。どこでも加害者を

なんとかしなければいけない。しかし、ア

メリカの法律のように公権力が逮捕、拘留

するような法律を日本ではつくっていませ

んので、野放しです。野放しだけれども、

妻や子どもがDVの被害を受けて保護され

たあとに、加害者は孤立する。孤立を強い

られて、凶暴化するような動きが非常に際

立っています。

したがって、新聞紙上の殺人や傷害の事

件の背景にはDVがあると思われますので、

誰もやらないことなので仕方がない、と思

って、「DVに悩む男性のための相談」を始

めました。「みずら」という被害者を支援

する団体ではなく、別立てでやっています。

同一団体が利害関係のある双方の相談を受

けるというのは危険だし、間違いを起こす

ので、それはやっていないのですけれども、

DV加害者対策はみんなが嫌がっているの

です。あまり手を出したくない、自治体も

必要だけれども、「いや、僕らが」とばか
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り言ってうだうだしていましたので、取り

組んでいます。

この領域というのは密接な関係の中、つ

まり夫婦の関係とは大変見えにくい、わか

りにくい領域なのです。男性の側の言い分

から言うと、主張としては自分が被害を受

け、加害もおこなっているというように両

方混ざっています。詳しくはなかなか今、

この場面ではいえないのですが。

先ほど「おみやげ」という発言もありま

したが、皆さんが何かを持ち帰るとしたら

発見なり気づきなり、それから、自分が当

面何かこういうことをやってみたいという

ことが見つかるかどうかということだと思

います。あとは変な話、皆さんは性善説で

話をしていると思うのです。性善説で話を

している限り、それはとてもいいことだと

思うのですが、是非実際に役に立つことを

してください。

司会：諸橋さん。

諸橋：35年の経験からの相対化ということ

で、答えられる範囲でお答えします。

まず、和光大学の教育も相対化しなけれ

ばいけないのかもしれません。いきなり

「反発達論」「反心理テスト」「唯幻論」で、

基礎科目のないままアンチの勉強から始ま

ったわけです。当時はそれで機能し、勉強

する学生文化もありましたが、現在はそう

はいかないように思います。

もう一つは、先ほど篠原さんがおっしゃ

られたように、学としてパラダイム化して

いく女性学の危険性。これはもう女性学の

学会でも散々言われてきたことで、おそら

くこれは井上さんもずっとこだわっておら

れるように、それから千田さんもおわかり

のように、実践と理論、リブから始まると

ころを捨てたくない。それから、当事者性

とその周辺。それを捨てて論文を書いたら

一丁上がりで、業績になる、女性学の研究

者になれるということでは本意ではないの

で、やはりそういう意味での科学革命を常

にしていくしかない宿命を負ったのが女性

学だと思っています。

関係づくりの中からという篠原さんのご

指摘は全くその通りですが、一方では、た

ぶんポストモダン的な千田さんもぼくらも、

そういう二元論も超えていきたい。女と男

など、「と」みたいなこともできれば関係

づくりの中から超えていってしまう。そう

いうことをしていくといいと思っています。

できればそこまで相対化して、それで女性

学という名前は変わらなくてもいいので、

中身が変わっていくという形であればいい

ということで、まさに今日の話は、挑戦す

る女性学、そして、挑戦される女性学の35

年だったかと思います。

司会：最後に千田さんお願いします。

千田：いい感じでまとまったので、もう私

はしゃべらなくてもいいのではないかとい

うぐらいまとまりましたけれども。私は、

協調主義というのはやはりよくないという

ふうに思います。それは先ほど井上さんが

おっしゃいましたけれども、フェミニズム

とはこうだろう、というイメージがありま

すね。やはり、そういうようなフェミニズ

ムや女性学を目指してはいけないと思うの

ですけれども。それだけではなくて、やは

りこの社会というもの自体が矛盾に満ちて
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いて、そしてやはり、自分の中にも矛盾が

あるというか。

私はやはり、なぜ女性学や社会学をやっ

ているのかというと、自分にとっての謎は

自分ですね。自分のことは自分が一番よく

わかっているというのが正しい。しかし、

自分が一番よくわからないのは自分だとい

う、そういう矛盾や謎も含めて、自分で自

分を許すというか、そこを手がかりにして

いろいろなことを考えていきたいというふ

うに思っているので、やはり協調主義とい

うのは一番よくないと思っています。

その矛盾という問題はすごく、一見矛盾

に見えるけれども、その矛盾をといていく

ことで見えていくということは、すごくた

くさんあるのではないかというふうに思っ

ています。謎解きみたいになってしまって

いますけれども。

リブが中産階級の運動だという批判とい

うものがあります。ただ私は、やはり中産

階級には中産階級固有のつらさというもの

があって、リブの問題は、私は主婦の問題

だと思っています。テクストを読んでいく

と、参加した人たちにはもちろん主婦の人

もたくさんいるけれども、それだけではな

くて、大学生や若い世代の人もいたり、結

婚しない人や離婚した人など、多様な人が

いたりするけれども、やはり一つのテーマ

というのは主婦だと思うのです。

岩間さんもおっしゃっていましたが、当

時はほぼ全員が結婚する社会で、日本型経

営が成り立っていて、多くの女性の現実と

いうものは、主婦だったのです。そのつら

さというものが描かれたかというと、DV

でも、なぜ逃げられないのかという一つは、

経済的に自立できないことがあると思いま

す。でもそれだけではなく、たとえばやは

りアメリカでベティ・フリーダンが第二波

フェミニズムを起こしたときに、主婦の問

題が名前のない問題だというような形で名

前を与えた。こんなに幸せなはずの私がこ

んな悩みを持つということはおかしいので

はないか、という罪悪感に打ち勝つという

こと、これは重要なことだというふうに思

っています。

先ほど阿部さんがおっしゃっていました

けれども、確かに工場で働いていたらもの

を考えられない。最近、大学の中も多くな

ってきて、いろいろとかつて思い悩んでい

たことを悩まなくなったのです。結構幸せ

といえば幸せ（笑）。その一方、悩みもな

いほど働かされていると思って、自分です

ごく危機感を感じているのです。やはり悩

めるというのは特権だというふうに思って

います。要するに悩めるということは、少

なくとも時間はあるということです。しか

し、そのことがつらくないかというと、そ

れはまた別の問題で、何が幸せで何がつら

くないかということは一義的に決まらない

と思っている。幸せな中産階級の運動だよ

ね、というふうな言い方ができると思うの

です。でもそれの何が悪いのか。

実際、その担い手も多様だったという反

論も、私は正しいと思うのだけれども、そ

れでは、恵まれている人はつらくないのか。

たとえば、すごく働かされているキャリア

ウーマンも、すごく非正規雇用でつらい女

性も、両方つらいというのは間違いなのだ

けれども、それぞれにそれぞれ固有のつら

さがあるというのが、私は正解だと思って

いる。その本人のつらいリアリティという

のは、誰も否定できないというか、「あな
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たは恵まれている」とは言えない。

先進国の女性は恵まれているからこそ自

殺することがある。摂食障害などになると

第三世界の子どもたちは食べられないのに、

と厳しい言葉が投げつけられることがあり

ます。第三世界の子どもたちは摂食障害に

なることもできないほど貧しいけれども、

それでは摂食障害の人はつらくないのかと

いうと、つらいのです。何がつらいのかと

いうと、「お前は恵まれているのにそんな

ことをして」と言われることが一番つらい

のです。そんなことは自分が一番わかって

いるのです。わかっているけれどもどうし

ようもないつらさというものがあるではな

いですか。

また、私はみんなつらいよね、という話

に聞こえるかもしれないけれども、自分だ

けがつらいと考えるのも間違っているし、

他人のつらさを否定するというのも間違っ

ている。そのつらさ自体はすごくポリティ

カルな、社会的な状況の中で生まれてきて

いるから、やはり最終的にはシステムの問

題というふうに思います。常に「罪を憎ん

で人を憎まず」みたいになってしまって、

ぬるいのですけれども。

しかし、そういうシステムの問題として

考えたほうがいいと思います。「あなたが

そんなに稼いでいて、主婦のつらさがわか

るの」みたいなことを私も言われる。「あ

なた、大学の先生で恵まれているのに、非

正規雇用の人の気持ちがわかるの」と言わ

れたら、「私も大学院生のときはつらかっ

たですよ」みたいなことを言って代弁する

こともできる。それも欺瞞だったりする。

わからないというのも嘘だし、わかるとい

うのも嘘なのです。

しかし、やはりその大本のシステムとい

うものに目を向けていくことも必要です。

そうすると、「自分は悪くない」みたいな

話になってしまうのかと思ってよくないと

思うけれども。しかし、他者の痛みを想像

するということは難しいけれど、やはり私

は、誰かに何か伝えたくて喋るんですね。

学生さんにお土産の話をしていたけれども、

学生時代にはわからないときがあるのです。

しかし、わからなかったけれども、違和感

をもったけれども、10年経ってわかること

があるではないですか。あとで、当時つま

らない授業だと思っていたけれども、10年

経ったら、「ああ、そういうことだったの

か」とわかることがある、響くことがある。

したがって、思ったとおりのことをみんな

に受け取ってもらえないと思うけれども、

勝手に投げた球がどこかに受け取られるこ

ともあるみたいに思っている。そんな感じ

で、今日は楽しかったです。

司会：ありがとうございます。球
タマ

は皆さん

「お持ち帰り」ということで、あえて無理

な結論はまとめません。あとは皆さんがそ

の球に色を塗ったり、磨いてみたり割って

みたりして、いろいろな答えを見つけてい

ただければと思います。今日は非常に長時

間のシンポジウムとなりました。何よりも、

この長時間お付き合いいただいた、参加さ

れた皆さんありがとうございました。それ

から報告者の皆さん方、ありがとうござい

ました。
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